
 

７月臨時教育委員会 会議録（一部秘密会） 

日     時 令和５年７月２８日（金） 午後２時００分～午後２時４０分 

場     所 教育長室 

出 席 委 員 數野教育長・市川職務代理者・末木委員・塚越委員 

出席事務局職員 

飯田教育部長・岡部教育総室長・中田総務課長・風間学校教育課長・輿石教育

指導係課長補佐・雨宮甲府商業高等学校教頭・萩原甲府商業高等学校教務主

任・新堀甲府商業高等学校事務長・一瀬甲府市教科用図書採択審議委員会委員

長・宮崎総務係課長補佐・菱山総務係長 

傍  聴  人 なし 

署 名 委 員  

委 員 会 書 記  

・会議録署名委員の氏名 末木委員 

 

 

             

 

 

１ 開会 

數野教育長 

ただいまから７月臨時教育委員会を開会します。 

教育委員の皆様にお諮りします。この会議については、教科用図書の採択を議題としておりま

すので、静ひつな採択環境を確保する観点から、秘密会にしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

 

教育委員 

異議はありません。 

 

數野教育長 

御異議なしと認め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、

本会を秘密会といたします。 

なお、義務教育諸学校の教科用図書の採択に係る教育委員会の議事録については、公表に努め

るよう規定されていることから、今回の会議における教科用図書についての審議部分について

は、会議録を公表したいと思いますが、これに御異議はありませんか。 

 

教育委員 

異議はありません。 

 

末木 塚越 

市川 

數野 

 



 

數野教育長 

御異議なしと認め、該当部分の会議録を公表することとします。 

 

・ 会議録署名委員の指名 

數野教育長 

会議録の署名委員は、末木委員を指名します。 

 

２ 議事 

（１）議題 

 數野教育長 

 議題 第１８号 令和６年度使用甲府商業高校教科用図書の採択について 

 資料に基づきまして、甲府商業高等学校萩原教務主任から説明をお願いいたします。 

 

（萩原甲府商業高等学校教務主任から資料に沿って説明） 

 

數野教育長 

 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。御意見、御質問等がありましたら、お願

いいたします。 

末木委員。 

 

末木委員 

教えていただきたいんですけれども、「現代の国語」から説明していただきましたが、商業科

の１年生と情報処理科 1年生全員が履修をするということですよね。 

 

 萩原甲府商業高等学校教務主任 

はい。そうです。 

 

末木委員 

その下、４つ目に「国語表現」という科目があって、生徒用で３７。情報処理科の３年生、そ

れぞれ対象の教科書なんですけれども、３年生になると選択科目になるということですか。 

 

 萩原甲府商業高等学校教務主任 

説明を落として申し訳ありません。 

「国語表現」という科目は選択科目になっておりまして、「国語表現」という科目を、来年度、

３７名の生徒が選択をして学習をしていくという数字ですので、すみません。３７という数字に

なっております。 

 

數野教育長 

よろしいですか。 

 



 

末木委員 

はい。 

 

數野教育長 

この２６０とか、そういう数字以外のものはすべて選択科目ととらえてよろしいですね。 

 

 萩原甲府商業高等学校教務主任 

はい。 

 

數野教育長 

その他いかがでしょうか。 

それでは、御意見、御質問等はないようですので、原案のとおり決定することでよろしいでし

ょうか。 

ありがとうございます。 

それでは、原案のとおり決定をいたしました。 

 

【原案どおり決定】 

（教育委員会決定） 

 

數野教育長 

甲府商業高等学校の皆様につきましては、御退室をお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

（雨宮甲府商業高等学校教頭・萩原甲府商業高等学校教務主任・新堀甲府商業高等学校事務長 

退室） 

（一瀬甲府市教科用図書採択審議委員会委員長・輿石教育指導係課長補佐 入室） 

 

數野教育長 

はい。それでは続きまして、議題第１９号 令和６年度使用小学校教科用図書の採択について 

資料に基づきまして、甲府市教科用図書採択審議委員会の一瀬委員長から説明をお願いいたし

ます。 

 

（一瀬甲府市教科用図書採択審議委員会委員長から教育長へ報告書を提出） 

（一瀬甲府市教科用図書採択審議委員会委員長から資料に沿って説明） 

 

數野教育長 

ありがとうございました。 

それでは、説明が終わりましたので、これより質疑に入りたいと思います。御意見、御質問等

ありましたら、お願いいたします。 

いかがでしょうか。 



 

よろしいでしょうか。 

それでは、十分に審議をしていただいた結果だと思いますので、質問等もないようですので、

原案のとおり決定するということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

それでは、原案のとおり決定をいたしました。 

 

【原案どおり決定】 

（教育委員会決定） 

 

數野教育長 

それでは、一瀬甲府市教科用図書採択審議委員会委員長につきましては、御退室をお願いいた

します。 

 

（一瀬甲府市教科用図書採択審議委員会委員長・輿石教育指導係課長補佐 退室） 

 

數野教育長 

続きまして、議題の第１０号 令和６年度使用特別支援学級教科用図書の採択について 

資料に基づきまして、風間学校教育課長から説明をお願いいたします。 

 

（風間学校教育課長から資料に沿って説明） 

 

數野教育長 

それでは、説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。御意見、御質問等ありました

ら、お願いいたします。 

いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

それでは、特に御意見、御質問等ございませんので、原案のとおり決定するということでよろ

しいでしょうか。 

ありがとうございました。 

それでは、原案のとおり決定いたしました。 

 

【原案どおり決定】 

（教育委員会決定） 

 

３ その他 

數野教育長 

それでは３ その他に入りますが、その他、委員さんのほうで何かございますか。 

よろしいですか。 

 

 



 

４ 閉会 

數野教育長 

それでは、これをもちまして、臨時教育委員会を閉会いたします。 


